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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第29期
第３四半期
累計期間

第30期
第３四半期
累計期間

第29期
第３四半期
会計期間

第30期
第３四半期
会計期間

第29期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 5,108,4501,870,2101,032,370543,1556,500,075

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) 381,680△190,928△8,905△101,777396,497

四半期(当期)純利益　　　又
は四半期純損失(△)

(千円) 220,298△113,963△5,140 △60,103 195,758

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 533,737533,737533,737

発行済株式総数 (千株) ― ― 12,712 12,712 12,712

純資産額 (千円) ― ― 1,820,4431,634,6731,796,854

総資産額 (千円) ― ― 2,718,9062,196,2602,666,287

１株当たり純資産額 (円) ― ― 161.68 144.26 159.40

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は　　四
半期純損失金額（△）

(円) 18.63 △10.20 △0.45 △5.38 16.78

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 18.60 ― ― ― 16.75

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― 5.00

自己資本比率 (％) ― ― 66.5 73.4 66.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 751,165△298,667 ― ― 842,857

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △11,272 1,687 ― ― △13,207

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △173,932△55,225 ― ― △174,069

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,339,2111,076,6261,428,832

従業員数 (名) ― ― 130 121 116

(注)　　 １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

    については記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため該当事項はありません。

４　第29期第３四半期会計期間、第30期第３四半期会計期間、第30期第３四半期累計期間の潜在株式調整後

　　１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた

　　め記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

　提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名) 121（25）

   (注)  従業員数は、就業人員数であり、契約社員・派遣社員・顧問等の臨時雇用者は、（　）外数で平均人数を記載し

ております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社における生産状況は、施工管理、施工技術、機械力、資金力及び資材調達力等の総合によるものであ

り、工事内容が多様化しており、また外注に依存している割合が高いことから具体的に表示することが困

難であるため、記載を省略しております。
　
(2) 受注実績

当第３四半期会計期間における受注状況を示すと、次のとおりであります。
　

　 金額(千円) 前年同四半期比(％)

完成工事高 302,074 52.6

マネジメントサービス料収入 214,107 111.1

その他売上高 5,213 59.0

合計 521,394 67.2

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第３四半期会計期間における販売状況を示すと、次のとおりであります。
　

　 金額(千円) 前年同四半期比(％)

完成工事高 317,542 46.9

マネジメントサービス料収入 219,269 64.0

その他売上高 6,343 50.4

合計 543,155 52.6

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りであります。

　

相手先

前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日

    至  平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日

    至  平成21年12月31日）

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

大塚製薬㈱ 124,373 12.1 76,180 14.0

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

明豊ファシリティワークス株式会社(E05377)

四半期報告書

 4/34



２ 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況
当第３四半期会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）のわが国経済は、前期において発生し
た世界的な金融危機の影響により凍結していた設備投資等の一部に動きが見られるものの、いまだ回復途
上にあるといえます。 
 
　当社では、厳しい経済環境にあっても、サービス品質を落とすことの無い様、昨年４月から「明豊のＣＭ」
を改めて強く認識し、プロジェクトマネジメントの現場力を高めるとともに、高い専門性に基づいたソ
リューションと顧客本位のサービスを提供し続けることを実施してまいりました。またＣＭ（コンストラ
クション・マネジメント）会社としてのブランドの高まりに連れ、施設の新築・改修やオフィスの移転等
にあたって、当社のＣＭ手法を採用する企業が増加しました。 
 
　オフィス市場におきましては、都心５区の空室率が平成19年12月の2.65％を底に、平成21年12月に8.09％
まで上昇（http://www.e-miki.com/data/index.html三鬼商事株式会社調べ）しており、この借手優位な状
況の中で、オフィス賃借面積の削減、低賃料物件への移転等オフィス移転の需要は引き続きあるものの、弊
社が得意としますホワイトカラーの生産性や、企業ブランド向上等、付加価値を求めた移転が極端に少なく
なり、且つそれら変化への対応が遅れたことから、受注に関しては、非常に厳しい状況にあります。一方、ビ
ルや学校、工場、医療施設、商業施設等のＣＭ市場につきましては、今期に入り、コンサルティングやコスト
削減の実績を、急激に積み上げることが出来ており、「明豊のＣＭ」の受注が期初予想を超えて好調に推移
しています。また大企業向けを中心に、保有資産の最適化をサポートする、コーポレート・リアル・エス
テート・マネジメント（以下、ＣＲＥＭとします）本部を、昨年４月に立ちあげましたが、多拠点施設の新
築、改善プロジェクトに関して、技術者集団による透明なプロセス（ＣＭ手法）採用によるコスト削減や、
データベース化による効率的施設管理効果が着実に実現しており、今後の需要拡大の基礎を構築出来まし
た。 
 
　当第３四半期会計期間における売上高は、請負方式（アットリスクＣＭ契約（注１））の多いオフィス事
業の当期受注の低迷によって、アットリスクＣＭ契約（注１）が減り、フィーのみを売上計上するピュアＣ
Ｍ契約（注２）の比率が高くなったことから、売上高は543百万円（前年同四半期1,032百万円）と、大きく
減少致しました。完成及び進行分の減少により、売上総利益は68百万円（前年同四半期183百万円）となり
ました。販売費および一般管理費は、前年額を削減した予算水準にて執行し、営業損失は104百万円、(前年同
四半期９百万円)、経常損失は101百万円（前年同四半期８百万円）、四半期純損失は60百万円（前年同四半
期５百万円）となりました。 
 
（注１）アットリスクＣＭ契約 
顧客と当社との間で工事請負契約を締結し、工事の完成に基づき、完成工事高として売上高を計上するもの
であります。この売上高は、顧客と当社との間で予め定めたマネジメントフィーと、工事完成に必要な工事
原価とで構成されています。ピュアＣＭ契約にするか、アットリスクＣＭ契約にするかは、顧客が都度選択
します。 
 

（注２）ピュアＣＭ契約 
顧客と当社との間で業務委託契約を締結し、業務の完了に基づき、マネジメントサービス料収入として売上
高を計上するものであります。工事に要する工事原価は、顧客から工事業者に発注されることから、この売
上高は顧客と当社との間で定めたマネジメントフィーのみで構成されます。ピュアＣＭ契約にするか、アッ
トリスクＣＭ契約にするかは、顧客が都度選択します。 
 

 
事業のセグメント別の状況は以下のとおりです。 
 
（ＣＲＥＭ事業は、平成20年５月中旬からＣＲＥ・ＦＭサポートとして、オフィス事業内で発足し、平成20
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年12月からＣＭ事業内で運営したことから、比較可能なセグメント別の前期売上実績はありません ） 
 
①オフィス事業 
　前述の通りオフィス事業においては、大変厳しい受注環境となりました。またアットリスクＣＭ契約（注
１）が減少し、フィーのみを売上高として計上するピュアＣＭ契約（注２）の占める割合が高くなった結
果、オフィス事業の売上高は365百万円（比較可能な前年同期実績はありません）という低い水準になりま
した。 
 
②ＣＭ事業 
　経済環境が厳しさを増す中で、コストダウンに対する顧客の要請はこれまで以上に拡大しています。当社
は、いかなるグループにも属さない完全に独立した地位を確立している上、当社技術者に関するフィーはマ
ンアワー（社員一人ひとりが費やす時間）に基づいています。この手法は、工事や機器などの調達原価に捉
われず、徹底したベンダーフリーと、顧客本位の品質、コスト、スケジュールの最適化実現に優れていること
から、当社の価値は益々高まっていると申せます。 
　大阪府立大学の校舎建て替えの実績等が評価され、江戸川区小学校の耐震建て替え工事のＣＭ業務を第１
四半期に受注したほか、歴史ある大手企業や、複数の大学、公共事業等で、明豊のＣＭ手法が採用されまし
た。さまざまな建築物に対応可能で、設計や高い積算能力を持った独立系ＣＭ会社として、第３四半期にお
ける受注状況も引き続き堅調であり、今後の飛躍が大きく期待できる見通しとなりました。 
　以上の結果、ＣＭ事業の売上高は62百万円（比較可能な前年同期実績はありません）となりました。 
 
③ＣＲＥＭ事業 
　国際財務報告基準へのコンバージェンスの一部である資産除去債務等への対応、及び改正省エネ法に代表
される各環境関連法規への対応から、自社が保有する資産を一元管理し、ＣＭ手法を用いてその合理化を実
現する顧客ニーズが高まっております。当社は、いかなるグループにも属さず、透明性の高いＣＭ手法と、施
設の評価や工事金額積算・査定にて豊富な実績があること等から、当社の価値は益々高まっていると申せ
ます。 
　以上の結果、ＣＲＥＭ事業の売上高は114百万円（比較可能な前年同期実績はありません）となりました。

 
 
(2) 財政状態に関する定性的情報
(資産) 
　　流動資産は、前事業年度末に比べて19.7％減少し、1,857百万円となりました。これは、現金及 　　　 
　び預金が452百万円(うち、譲渡性預金預け入れ100百万円は、「金融商品会計に関する実務指針」　
 （日本公認会計士協会　平成19年７月４日　会計制度委員会報告第14号）及び「金融商品会計に関　
　するQ＆A」（日本公認会計士協会　平成19年11月６日　会計制度委員会）により、有価証券にて
  表示しております)、受取手形・完成工事未収入金が121百万円減少したことなどによります。 
　　固定資産は、前事業年度末に比べて、3.9％減少し、338百万円となりました。 
　　この結果、総資産は、前事業年度末に比べ17.6％減少し、2,196百万円となりました。 
　(負債) 
　　流動負債は、前事業年度末に比べて、54.7％減少し、274百万円となりました。これは、工事未　
　払金が161百万円減少したことなどによります。 
　　固定負債は、前事業年度末に比べて、8.9％増加し、287百万円となりました。これは、退職給　　
　付引当金が13百万円増加したことなどによります。　 
　　この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ35.4％減少し、561百万円となりました。 
　(純資産) 
　　純資産合計は、前事業年度末に比べて、9.0％減少し、1,634百万円となりました。これは、利
　益剰余金が169百万円減少したことなどによります。 
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(3) キャッシュ・フローの状況
当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、当第２四半期末に比べ
137百万円減少し、1,076百万円となりました。　
　当第３四半期会計期間による各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果支出した資金は138百万円となりました（前年同四半期は293百万円の収入）。
収入の主な内訳は、売上債権の減少57百万円であり、支出の主な内訳は、税引前四半期純損益の減少101百万
円と、仕入債務の減少65百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果獲得した資金は１百万円となりました（前年同四半期は４百万円の支出）。
収入の主な内訳は、保険返戻金による収入２百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローに大きな増減は無く、配当金の支払額０百万円（12万円）のみとなり
ました。（前年同四半期は79百万円の支出）。
　
(4) 事業上および財務上の対処すべき課題
当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
 
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。　
 
(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し
当第３四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と　　
　見通しに重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
 
(7) 経営者の問題認識と今後の課題について
当第３四半期会計期間において、当社の経営者の問題認識と今後の方針に重要な変更及び新たに生　
　じた課題はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,712,00012,712,000
ジャスダック
証券取引所

単元株式数　100株

計 12,712,00012,712,000― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法

に基づく新株引受権の行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行している新株引受権付社債は、次のとおりであります。

銘柄 平成21年12月31日現在

(発行年月日） 新株引受権残高 行使価格 資本組入額

第２回無担保社債（新株引受権付） 　 　 　

（平成13年５月16日発行） 400千円 50円 25円

　

　

　

　

EDINET提出書類

明豊ファシリティワークス株式会社(E05377)

四半期報告書

 9/34



旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議により発行している新株予約権の状況

　（平成14年８月９日臨時株主総会特別決議）

第１回新株予約権(平成15年２月14日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 13個

新株予約数のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 26,000株

新株予約権の行使時の払込金額 75円

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から
平成24年６月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　 75円
資本組入額　　38円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時において、当社または当社の

子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づ

く契約社員の地位を有していることを要する。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) 平成18年３月25日迄に行使できる新株予約権の数は、付与を受けた数の50％を上限とする。

(5) その他の条件については、臨時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で

締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

　　新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
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（平成14年８月９日臨時株主総会特別決議）

第２回新株予約権(平成15年４月10日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 ５個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 10,000株

新株予約権の行使時の払込金額 75円

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から
平成24年６月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　 　75円
資本組入額　　38円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

     (1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権の行

使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社また

は当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地

位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) 平成18年３月25日迄に行使できる新株予約権の数は、付与を受けた数の50％を上限とする。

(5) その他の条件については、臨時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で

締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

    新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
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（平成17年２月４日臨時株主総会特別決議）

第３回新株予約権(平成17年２月４日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 2,397個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 479,400株

新株予約権の行使時の払込金額 405円

新株予約権の行使期間
平成19年３月１日から
平成27年１月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　 　405円
資本組入額　　203円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

     (1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権の行

使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社また

は当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地

位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) その他の条件については、臨時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で

締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

    新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
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会社法第236条、238条並びに239条の規定に基づく平成19年６月27日第27期定時株主総会決議により発行し

ている新株予約権の状況

第４回①-①新株予約権(平成19年６月27日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 600個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 60,000株

新株予約権の行使時の払込金額 239円

新株予約権の行使期間
平成22年７月１日から
平成29年６月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　239円
資本組入額    120円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

     (1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権の行

使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社また

は当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地

位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

    新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受け

る場合には、新株予約権を譲渡することができない。
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第４回①-②新株予約権(平成19年６月27日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 600個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 60,000株

新株予約権の行使時の払込金額 239円

新株予約権の行使期間
平成23年７月１日から
平成29年６月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　239円
資本組入額    120円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

     (1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権の行

使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社また

は当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地

位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

    新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受け

る場合には、新株予約権を譲渡することができない。
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第４回②-①新株予約権(平成19年10月17日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 1,853個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 185,300株

新株予約権の行使時の払込金額 185円

新株予約権の行使期間
平成22年７月１日から
平成29年６月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　185円
資本組入額    93円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

     (1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権の行

使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社また

は当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地

位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

    新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受け

る場合には、新株予約権を譲渡することができない。
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第４回②-②新株予約権(平成19年10月17日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 1,853個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 185,300株

新株予約権の行使時の払込金額 185円

新株予約権の行使期間
平成23年７月１日から
平成29年６月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　185円
資本組入額    93円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

     (1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権の行

使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社また

は当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地

位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

    新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受け

る場合には、新株予約権を譲渡することができない。
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第４回③-①新株予約権(平成20年３月19日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 216個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 21,600株

新株予約権の行使時の払込金額 138円

新株予約権の行使期間
平成22年７月１日から
平成29年６月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　138円
資本組入額    69円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

     (1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権の行

使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社また

は当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地

位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

    新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受け

る場合には、新株予約権を譲渡することができない。
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第４回③-②新株予約権(平成20年３月19日付与)
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数 216個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 21,600株

新株予約権の行使時の払込金額 138円

新株予約権の行使期間
平成23年７月１日から
平成29年６月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 　　138円
資本組入額    69円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

(注) １．新株予約権の行使の条件

     (1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権の行

使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社また

は当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地

位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。

(4) その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

２．新株予約権の譲渡に関する事項

    新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受け

る場合には、新株予約権を譲渡することができない。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年10月１日～
平成21年12月31日

― 12,712,000 ― 533,737 ― 340,068

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　　平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 1,533,500

― ─

完全議決権株式(その他)
普通株式
11,177,800

111,778 ─

単元未満株式 普通株式　700 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 12,712,000― ―

総株主の議決権 ― 111,778 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の「株式数」欄には証券保管振替機構名義の株式が400株、「議決権の数」欄に

当該議決権の数4個がそれぞれ含まれております。

　

② 【自己株式等】

　　平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
明豊ファシリティワークス
株式会社

東京都千代田区麹町
５－４

1,533,500 ─ 1,533,50012.06

計 ― 1,533,500 ─ 1,533,50012.06
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
4月

　
5月

　
6月

　
7月

　
8月

　
9月

　
10月

　
11月

　
12月

最高(円) 107 101 111 120 120 147 109 105 107

最低(円) 93 85 90 103 111 102 100 98 99

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりでありま

す。

　　(１)役員の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役 経営企画本部長 取締役 経営企画本部長 大島　和男 平成21年10月1日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期

会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間(平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第３四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３

四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法人

日本橋事務所により四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

当社は、子会社を有していないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
　（1）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 976,626 1,428,832

受取手形・完成工事未収入金 529,925 651,256

未成工事支出金 74,280 126,780

有価証券 100,000 －

その他 177,071 107,312

貸倒引当金 △10 △20

流動資産合計 1,857,893 2,314,162

固定資産

有形固定資産 ※1
 26,911

※1
 31,254

無形固定資産 13,729 14,678

投資その他の資産 297,725 306,192

固定資産合計 338,366 352,125

資産合計 2,196,260 2,666,287

負債の部

流動負債

工事未払金 106,988 268,246

未払法人税等 2,541 99,784

賞与引当金 35,531 98,704

工事損失引当金 1,491 －

その他 127,531 138,803

流動負債合計 274,084 605,538

固定負債

退職給付引当金 103,003 89,906

役員退職慰労引当金 184,498 173,987

固定負債合計 287,501 263,894

負債合計 561,586 869,433

純資産の部

株主資本

資本金 533,737 533,737

資本剰余金 340,068 340,068

利益剰余金 948,579 1,118,436

自己株式 △208,355 △208,355

株主資本合計 1,614,029 1,783,886

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,431 △2,017

評価・換算差額等合計 △1,431 △2,017

新株予約権 22,075 14,986

純資産合計 1,634,673 1,796,854

負債純資産合計 2,196,260 2,666,287
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（2）【四半期損益計算書】
　　　【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年12月31日)

売上高 5,108,450 1,870,210

売上原価 4,123,646 1,556,250

売上総利益 984,803 313,960

販売費及び一般管理費 ※１
 603,326

※１
 510,531

営業利益又は営業損失（△） 381,477 △196,571

営業外収益

受取利息 1,863 869

新株予約権戻入益 324 189

保険返戻金 － 5,671

その他 390 931

営業外収益合計 2,578 7,660

営業外費用

投資事業組合投資損失 1,389 1,992

自己株式取得費用 832 －

固定資産除却損 153 25

営業外費用合計 2,375 2,018

経常利益又は経常損失（△） 381,680 △190,928

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 381,680 △190,928

法人税等 161,381 △76,964

四半期純利益又は四半期純損失（△） 220,298 △113,963
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
 至 平成21年12月31日)

売上高 1,032,370 543,155

売上原価 848,400 474,344

売上総利益 183,969 68,811

販売費及び一般管理費 ※1
 193,416

※1
 173,211

営業損失（△） △9,446 △104,400

営業外収益

受取利息 948 217

新株予約権戻入益 78 36

保険返戻金 － 2,210

その他 71 158

営業外収益合計 1,097 2,622

営業外費用

自己株式取得費用 540 －

固定資産除却損 15 －

営業外費用合計 556 0

経常損失（△） △8,905 △101,777

税引前四半期純損失（△） △8,905 △101,777

法人税等 △3,765 △41,673

四半期純損失（△） △5,140 △60,103
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（3）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

381,680 △190,928

減価償却費 12,977 12,120

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,686 △63,173

受取利息及び受取配当金 △1,863 △869

売上債権の増減額（△は増加） 1,031,125 121,331

未成工事支出金の増減額（△は増加） △4,902 52,500

仕入債務の増減額（△は減少） △545,285 △161,257

未成工事受入金の増減額（△は減少） 22,913 37,188

その他 60,797 △10,208

小計 896,755 △203,297

利息及び配当金の受取額 1,863 869

法人税等の支払額 △147,453 △96,239

営業活動によるキャッシュ・フロー 751,165 △298,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,162 △3,890

無形固定資産の取得による支出 △6,320 △3,530

保険返戻金による収入 － 8,992

その他 210 116

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,272 1,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △60,119 △55,225

自己株式の取得による支出 △114,562 －

株式の発行による収入 750 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,932 △55,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 565,960 △352,205

現金及び現金同等物の期首残高 773,251 1,428,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,339,211

※
 1,076,626
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

 
当第３四半期累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

会計処理基準に関

する事項の変更

　請負工事に係る収益の計上基準につきましては、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第

１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期

会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につきましては工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につきましては工事完成基

準を適用しております。

　これにより、売上高は220,454千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は

71,581千円それぞれ減少しております。

 

　

【簡便な会計処理】

　

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

固定資産の減価償

却費の算定方法

　定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて

計算する方法によっております。

そのため、「法人税等調整額」は「法人税等」に一括して記載しております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
（平成21年３月31日 ）

※1　有形固定資産の減価償却累計額は、

　　87,887千円です。

※1　有形固定資産の減価償却累計額は、

　　80,977千円です。

　

(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

　　額は次の通りであります。

   役員報酬　        　　　73,920千円

　 従業員給与手当 　      247,847千円

 　賞与引当金繰入額        53,087千円

   役員退職慰労引当金繰入額 9,837千円

   法定福利費              38,547千円

　 事務用品費              25,766千円

   

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

　　額は次の通りであります。

   役員報酬　        　　　71,218千円

　 従業員給与手当 　      209,069千円

 　賞与引当金繰入額        31,730千円

   役員退職慰労引当金繰入額10,627千円

   法定福利費              33,666千円

　 事務用品費              21,089千円

 

　

　

第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

　　額は次の通りであります。

   役員報酬　        　　　24,740千円

　 従業員給与手当 　       82,503千円

 　賞与引当金繰入額        14,947千円

   役員退職慰労引当金繰入額 3,690千円

   法定福利費              11,977千円

　 事務用品費               5,746千円

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

　　額は次の通りであります。

   役員報酬　        　　　24,843千円

　 従業員給与手当 　       71,758千円

 　賞与引当金繰入額        10,331千円

   役員退職慰労引当金繰入額 3,620千円

   法定福利費              10,483千円

　 事務用品費               5,032千円

 

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,339,211千円

　 　

現金及び現金同等物 1,339,211千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 976,626千円

有価証券 100,000千円

現金及び現金同等物 1,076,626千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成

21年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 12,712,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 1,533,500

　

　

３　新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳
当第３四半期　　　
会計期間末残高　　
　　　　　　(千円)

ストック・オプションとしての
新株予約権

22,075

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 55,892 5.0平成21年３月31日 平成21年６月25日

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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(有価証券関係)

該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

　当第３四半期会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

１．ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　　株式報酬費用　2,418千円

　　（内訳）　販売費及び一般管理費　1,311千円

　　　　　　　　売上原価　　　　　　　1,107千円　

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

　　新株予約権戻入額　36千円

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業度末
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 144円26銭
　

　 　

１株当たり純資産額 159円40銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,634,673 1,796,854

普通株式に係る純資産額(千円) 1,612,597 1,781,868

差額の主な内訳(千円) 　 　

  新株予約権 22,075 14,986

普通株式の発行済株式数(千株) 12,712 12,712

普通株式の自己株式数(千株) 1,533 1,533

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 11,178 11,178

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 18.63円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 18.60円
　

１株当たり四半期純損失金額(△) △10.20円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため、記載しておりません。

　

　
(注)  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半期純
損失（△）(千円)

220,298 △113,963

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）(千円)

220,298 △113,963

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,824 11,178

四半期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(千株) 21 ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─ ─
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第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △0.45円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため、記載しておりません。

　

１株当たり四半期純損失金額(△) △5.38円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため、記載しておりません。

　

　
(注)  １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) △5,140 △60,103

普通株式に係る四半期純損失(千円) △5,140 △60,103

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,352 11,178

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─ ─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

明豊ファシリティワークス株式会社(E05377)

四半期報告書

32/34



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

明豊ファシリティワークス株式会社

取締役会  御中

　

監査法人日本橋事務所

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士  　 梅　林　邦　彦    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 　　森　岡　健　二    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士     遠　藤　洋　一    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている明豊

ファシリティワークス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第29期事業年度の第３四半

期会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成　20年４月１日から

平成20年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、明豊ファシリティワークス株式会社の平成20年12月31

日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第

３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月９日

明豊ファシリティワークス株式会社

取締役会  御中

　

監査法人日本橋事務所

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    　梅　林　邦　彦    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    　森　岡　健　二    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    　遠　藤　洋　一    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている明豊

ファシリティワークス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第30期事業年度の第３四半

期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成　21年４月１日から

平成21年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、明豊ファシリティワークス株式会社の平成21年12月31

日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第

３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

追記情報

　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されてるとおり、会社は第１四半期会計

期間より工事契約に関する会計基準を適用している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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